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 議題資料１  

教育委員会 平成２９年度事業概要（社会教育に関連する所管課分のみ） 

・生涯学習部 

1 青少年育成課  
 
■放課後保育クラブ事業 

小学生で、放課後保護者の就労等により保育を受けられない児童を対象に、適切な遊び及び生活の場

を与えて、その健全な育成を図ることを目的とする。 

運営方法については、市川市放課後保育クラブの設置及び管理に関する条例により公設・民営（平成

１８年４月より指定管理者として、社会福祉法人市川市社会福祉協議会を指定）で運営している。 

【平成 2９年４月１日現在 クラブ数 4６クラブ・１１１クラス 入所数 ４，４９８人】 

 

■青少年相談員活動事業 

青少年相談員は「千葉県青少年相談員設置要綱」に基づき、千葉県知事及び市川市教育委員会から委

嘱され、青少年の身近な相談相手、理解者としてボランティアで活動しており、市内１３地区を基に連

絡協議会を構成し青少年の健全育成を推進している。 

・相談員数 １７５名 

・任期 ３年（平成 2８年４月１日～３１年３月 31 日） 

・活動内容 市内１３地区による主催・共催事業及び自治会、子ども会、コミュニティサポート推進委

員会、市関連行事への参加・協力 

・連協活動 「いちかわ子ども村」キャンプの開催、機関紙「かたぐるま」の発刊、葛南地区行事への

参加、各種研修会の開催など 

 

■子ども会育成会連絡協議会補助事業 

市内１３地区内の単位子ども会の連合体である「市川市子ども会育成会連絡協議会」に対し、子ども

会の活性化、指導者の養成、青少年健全育成事業の実施についての活動費の一部を助成し、堅実な活動

と発展を促進し、青少年の健全育成を図っている。 

 

■青少年指導者育成事業 

生涯学習の推進、地域リーダーの育成という観点から次の講習会を実施する。 

① わんぱくセミナー 

・対象者：小学校 5･6 年生 

・目 的：遊びや自然体験を通して、基本的な生活力や創造力を養う 

いろいろな人と交流する中で、集団における自分の役割を体験的に学ぶ 

② ジュニアリーダー講習会 

・対象者：中学生 

・目 的：集団活動を通して、リーダーシップ力及びメンバーシップ力を高める 
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様々な体験を通して、中学生としての資質向上を図る 

③ ヤングカルチャースクール 

・対象者：高校生 

・目 的：様々な体験を通して知識や技術を習得し、青少年リーダーとしての資質向上を図る 

小・中学生を指導する体験を通して、リーダーシップ力を高める 

④ グループリーダーアカデミー 

・対象者：１８才以上（高校生は含まない） 

・目 的：子ども会、学校、青少年団体などの子どもの指導者としての資質向上を図る 

     レクリエーション、歌、クラフトなどの実技のスキルアップ、参加者相互の情報交換 

 

■体験学習事業  

市内在住・在学の児童・生徒及び保護者を対象に体験学習（稲作体験・農業体験）を通し、自然や人

とのふれあい、勤労と収穫の喜びを体験することにより、親子の情愛を深め、心豊かな子どもたちを育

てていくものである。 

 

○ 少年自然の家 
■少年自然の家活動 

自然の中で、集団宿泊生活などを通して、情操や社会性を豊かにし、少年の健全育成を図る施設であ

る。心身の発達や自立への可能性を高めることを目的とした野外炊事・野外スポーツ・オリエンテーリ

ング・キャンプファイヤー等を行うとともに、平成２９年度は、「チャレンジャースクール」、「親子宿泊

体験」、「親子お月見の会」、「親子で火を囲もう」「バラ祭り」などの主催・共催事業を計画し、市民に親

しまれる施設運営を図っている。 

 

■プラネタリウム事業 

小中学生を対象に、プラネタリウムを用いた理科学習（天体の解説）を各校の要請に応じ実施している。

また、毎週土・日曜日(７・８月は日曜日のみ)には一般投影、祝日(元旦を除く)には臨時投影をするとと

もに、年 2 回（６月・12 月）のプラネタリウムコンサートを開催し、市民に心の潤いの場を提供して

いる。 
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2 社会教育課   
 

■公民館 

①運営事業 ・維持管理事業                 【市内の公民館】 

市内１６公民館では、身近な生涯学習の拠点として供するた

め、施設の維持や安全性の確保等に必要な業務委託契約を締結

するなど円滑な公民館運営を実施。 

②主催講座活動事業 

地域における課題や公民館の立地・環境・施設の特徴を踏ま

えた主催講座のほか、社会教育課主催の特別講座を実施。 

主催講座開催数    ３０５講座(予定) 

特別講座開催数    英語講座１講座 

③営繕事業 

多くの公民館が、開設後３０年以上経過しており、施設の老

朽化に伴い、使い勝手の悪さや日常生活の洋式化等の変化に対

応するため、小破修繕を含め、計画的な修繕を実施。 

また、施設の安全性・快適性・長期保全の視点から、建物及

び設備等の改修工事の実施。 

 改修工事  曽谷公民館レクリエーションホール屋根、外壁改修工事 

       トイレ洋式化修繕（若宮、西部、幸の３公民館） 

 
■成人式祝賀事業  
 成人を迎え、大人になったことを自覚し、自ら生き抜こうとする青年を祝い励ます事業。 

平成９年度から１８～２０歳の青年からなる公募等の実行委員会方式を採用し、式典内容の企画を行

っている。本年度は、平成３０年１月７日に市川市文化会館で新成人の集いを開催する。 
 

■いちかわ市民アカデミー講座事業  

市内３大学の協力により、大学の教室を学習会場とし、受講生には、知識の習得や仲間作りとともに、

学習成果を活かした地域貢献への発展も期待して、年間学習テーマに基づき講座を実施している。 

・募集人員 ２４０名  回数 各大学（６月～２月）１０回／年 
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3 中央図書館  
 
■図書館の整備とネットワーク 

６ヶ所の図書館を設置し、また自動車図書館

による巡回サービスや、小学校内に設置された

市民図書室、また公民館図書室、男女共同参画

センターや情報プラザなどの市の機関、更には

市内の大学図書館との連携による閲覧・貸出・

返却・相互利用や相互貸借による事業を展開し

ている。 

 

・図書館５館１室 

・市民図書室４室（塩焼・稲越・福栄・大柏） 

・公民館図書室４室（大野・西部・曽谷・東部）

への図書館システム端末設置 

 

■利用の促進について 

県内公共図書館ネットワーク相互協力によ

る図書の提供、レファレンスサービスによる課

題解決支援機能、メールマガジン、フェイスブ

ックやホームページ等でのＰＲ、祝日開館等の

施策により市民の利用を促進し、さらに多くの

市民に利用していただけるようサービスの充実に努める。 

 

・貸出数 3,046,803 点 

・リクエスト 506,197 件 

・相互協力（借用）6,545 冊 

・レファレンス受付 70,002 件 

              （平成 28 年度） 

 

■蔵書の整備構築 

図書、逐次刊行物、映像・音響資料等を購入し、分

類・配架など組織化して市民に提供し、市民の書斎と

して多様化、高度化するニーズに対応しながら将来に

わたって保存していく。 

 

 

 

№ 公民館図書室（▲） № 市民図書室（△） 

1 大野公民館図書室 1 稲越市民図書室 

2 西部公民館図書室 2 大柏市民図書室 

3 曽谷公民館図書室 3 塩焼市民図書室 

4 東部公民館図書室 4 福栄市民図書室 

5 市川公民館図書室   

6 市川駅南公民館図書室   

7 本行徳公民館図書室   



 
中央 行徳 信篤 南行徳 平田 駅南 自動車 

市民 

図書室 

公民館

図書室 
ウィズ 

情報プ 

ラザ他 
合計 

所蔵 

数 ※ 
786,317 164,294 61,609 43,367 43,532 89,588 15,198 74,735 96,418 16,349  1,391,407 

貸出 

数 ※ 
1,313,972 608,820 110,210 98,113 85,984 526,643 23,652 71,292 168,773 8,687 30,657 3,046,803 

※ ＣＤ（23,281 枚）・ＤＶＤ（3,109 枚）・ビデオ（98,113 点）、逐次刊行物等を含む  （平成２８年度） 

 

■蔵書管理効率化事業 

・中央図書館閉架書庫への集密書架増設 

・ＩＣタグによる蔵書管理の拡大 
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4 考古博物館   

■博物館 常設展示事業 

考古博物館では、先土器（旧石器）時代から平安時代前半までの歴史を、最初の住民、貝塚の形成、

稲作文化の伝来、古墳の出現、律令の社会というテーマで、5 室に分けて展示紹介している。 

歴史博物館では、考古博物館の後を受けて平安時代後半から現代までの歴史を、中世以降の市川、海

辺の人々の生活、水路と陸路、台地の人々の生活、郷土コーナーというテーマで、5 室に分けて展示紹

介している。 

 自然博物館では、市川の自然に関する標本や剥製などの資料、視聴覚機器を配置し、市川のおいたち、

残された市川の自然、都市化した市川の自然、湧水の自然の４つのコーナーテーマにより市内の自然に

ついて学ぶことができるよう展示紹介している。 

 また、身近な生き物を実際に飼育して生育過程を見せる飼育展示を積極的に導入し、四季に応じた生

物観察の一助としており、頻繁な展示物の交換を実施している。 

年末・年始を除く平日（火曜日から金曜日）、土日休日に開館している。 

さらに自然博物館では大町公園自然観察園でのホタル観賞会開催期間中の金・土・日・休日に開館時

間延長を実施する。 

 

■博物館 企画展示事業 

歴史博物館では、開館３５周年記念として『浮世絵の世界と市川-利根川東岸弌覧を中心に-』を歴史

博物館特別展示室で７月１６日から９月３日まで開催する。市民にも良く知られ、市川公民館や里見公

園にも複製がある「利根川東岸弌覧」という浮世絵（錦絵）に描かれた世界を紹介する。 

また、考古博物館では、小企画展示『縄文の海を泳いだコククジラ』を１階ホールで６月２４日から

平成３０年６月１０日まで開催する。 

 

■博物館 教育・普及事業 

市民に郷土の歴史に親しんで参加してもらうため、考古・歴史博物館では、近郊市町村を含む史跡や

博物館見学会、出前を含む講座や教室・講演会、歴史カレッジ、地域と一体となって運営するフェステ

ィバルなどの主催事業を開催する。 

自然博物館では、市民に自然に親しんでもらう場や機会の提供のために、「長田谷津散策会」「おやこ

自然観察会」「季節を感じる散策会」等の主催事業を開催する。 

また、各博物館では博物館だよりの発行やWebでの情報提供などのPR活動を行っている。 

さらに学校等団体に対する縄文体験や昔のくらし体験、大町自然観察園での自然観察・自然体験活動

を実施するほか、学校への出前授業や出張展示などの学校支援活動や各種団体への講師派遣などの教育

普及活動を各博物館で行う。 

 

■博物館 資料収集保存・調査研究事業 

各博物館で分野別に市川の豊富な埋蔵文化財及び歴史・民俗資料、自然系標本、剥製、写真、調査資

料等の博物館資料を収集、整理し、良い状態を保てるよう留意して収蔵保存する。 

これらの資料の調査・研究を行い、その成果を展示や教育・普及事業に活用して、市民に市川の歴史・
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民俗・自然に対する認識を深めてもらうことに努める。 

また、市川市史編さん事業に協力して専門知識を有する各分野の学芸員が資料調査や執筆に携わって

おり、すでに刊行された自然編に引き続き、考古・歴史分野の各巻を現在編纂中である。市史の編さん

による成果についても展示、教育・普及事業に活用している。 

 

■文化財 史跡整備保存維持管理事業 
文化財保護法にもとづき市内に５ヵ所ある国指定史跡の保存と維持管理、活用を図る。さらに史跡曽

谷貝塚の用地の公有化を推進し、環境整備を実施する。 

また、史跡下総国分寺跡 附 北下瓦窯跡の保存管理計画策定に取り組んでおり、２９年度末の計画書

策定を予定している。 

 

■文化財 埋蔵文化財保護事業 

市内に多数ある遺跡について、個人住宅建設等の開発行為に先立ち、文化財保護法にもとづき埋蔵文

化財保護の観点から発掘調査や出土品等の整理を実施する。一部事業に対して国・県から補助がある。 

 

■文化財 指定文化財保護事業 

市川市文化財保護条例にもとづき、指定した文化財の維持管理に関する補助を行う。さらに新たな指

定文化財候補について調査、検討の実施や文化財案内板などの整備を実施する。 

今年度からは、中山法華経寺所蔵の国宝・重要文化財である日蓮遺文書状類の修復に対して、４ヵ年の

計画で国と共に補助を行う。 
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・学校教育部 
 
1 学校地域連携推進課  
 

■子どもの居場所づくり事業。 

学校施設等を活用し、放課後の子どもの居場所をつくり、地域の人々とのふれあい、異年齢間の交流

による豊かな遊びを通じて、子どもたちの創造性豊かな心、共感する心を養い、子どもたちの健全育成

を図る。現在、曽谷小・塩浜学園・鶴指小・市川小・宮田小・八幡小・稲荷木小・平田地域ふれあい館・

富美浜小の９ヶ所で開設している。 

 

■コミュニティクラブ事業  

各中学校区・義務教育学校区に組織されているボランティア組織と委託契約を結び、「遊び」を通して

地域の子どもたちの健全育成を目指し、将棋教室やいけばな教室等の継続活動、イベント的な活動、自

由遊びの場を実施している。また、その活動を通して、子どもたちの成長を支える地域社会並びに生涯

学習社会の構築を目指すものである。 

 

■家庭教育学級運営事業 

子どもの健やかな成長のため、家庭における教育力を高め、心豊かに学びあうことを目的とした家庭

教育学級を支援する事業。学級は市内市立幼小中特別支援学校・義務教育学校の６１学級に開設。各学

級での自主運営講座（年間２回以上）に加えて、文科省・県の資料等を紹介したり、保護者同士の交流

を図ったりする『指導員派遣講座』（各学級年間１回）と、各学級生が自由に参加できる『共通講座』（年

間１０回程度）を設け、家庭教育充実のための啓発活動を活性化させる。 

 

■コミュニティサポート事業  

各学校区に「コミュニティサポート委員会」を設置し、子どもにかかる情報交換や意見交換を行うこ

とで、学校と地域諸団体の連携・協力の場としている。各学校区に設置した委員会を推進するために、

全市的な組織として「コミュニティサポート推進委員会」を設置し、「子どもたちの健全育成」と「地域

コミュ二ティづくり」、「生涯学習社会の創造」を目的としている。また、平成２５年度より、地域人材

による学校支援活動を活性化させるため、『学校支援コーディネーター』の配置に取り組み、４７校（４

８本部）５４名のコーディネーターを委嘱している。さらに今年度は、統括コーディネーター１名を新

たに配置している。 

 

■学校支援実践講座 

 子どもたちの人権意識を高めるため、各学校における「いじめ予防」に関する取り組みを地域から支

援する人材を育成し、学校に派遣することを目的とする。受講者は学校における「いじめ問題」をテー

マとした人権講座（年間５回）に参加し、平成 28 年度の小中学校交流会は 55 学級開催された。また

今年度の交流会は、64 学級予定され、子ども達と「いじめの問題」について考えるプログラムを展開す

る。 
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■学校施設開放事業  

学校施設の開放は、学校教育に支障のない範囲で市立学校の施設を開放し、スポーツ及び文化活動の

振興を図り、地域住民の生涯学習意欲の高揚を図ることを目的とし、地域団体の行う社会教育活動のた

めに実施している。 

○開放施設及び時間：    運動場・体育館・教室等        （９時～２１時） 

              プール(１５校)（夏季休校期間） （９時～１６時） 
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社会教育事業の今後の取組について（報告）       議題資料２  
 

生涯学習部社会教育課 
 
 

理想のまち お互いが助け合い地域の課題を解決できるまち 
 
 
１．たまり場 
 
 公民館にある資源を利用した“”たまり場“の創設 
  ・談話室やロビー、公民館図書室などの 
   既存のスペースを活用 
 

“たまり場”＝“気軽に立ち寄れる場”に！ 
 
２．学習の場  
 
 １）講座内容 
 
 
 
 
 

＋ 
 
 
 
 
 
 
 
 ２）開催会場 
 
 
 

  →市内のすみずみまで学習の場を広げることが可能に 
 
３．活動の場 
 
 活動のフォロー体制としてコーディネート機能の設置＝人々を結びつける 
 
 
 

３つの“場”が正のスパイラル   地域課題解決の助けとなる 

公民館毎に公民館職員が主催講座を企画 
 ・受講終了後に継続的活動がしやすい内容 
 →趣味を広げ生きがい作りに繋がる講座が中心となる 
 

社会教育課も主催講座を企画 
 ・他部署と連携しながら専門性の高い講座を企画 
 →地域の課題解決の一助となる講座の企画にも 
        （例 ボランティアのなり手不足など） 
 ・大学やＮＰＯや民間社会教育団体との連携も視野に･･･ 

公民館で開催 

お茶を飲みながら 
おしゃべりできる  
相談できる人がいる 

＋ その他施設にも展開 


